
 

◎保育所・小規模保育施設とは？ 

  保育所・小規模保育施設とは、保護者が、労働または疾病その他の事由により保育できないと認

められた場合に、代わって保育をする施設です。家庭での保育が十分にできないお子さんから優先

的に入所しますので、申し込みをした全員が入所できない場合もあります。（定員を超えている場

合は、確認のうえ“あきまち”となります） 

 
 
◎入所要件について 

○保育所：満 6 ヶ月に達している乳児から小学校就学前までの幼児で、 

児童・保護者ともに町内に住所を有していること。 

○小規模保育・家庭的保育施設： 

2 歳児までの乳児・幼児で、児童・保護者ともに町内に住所を有していること。 

◎施設概要 

 ◆保育施設◆ 

 保 育 所 名 電  話 所   在   地 

公 

 

立 

船 岡 保 育 所 0224-55-1253 柴田町船岡新栄２丁目１８－１ 

槻 木 保 育 所 0224-56-1332 柴田町槻木下町２丁目６－３１ 

西 船 迫 保 育 所 0224-57-1387 柴田町西船迫２丁目５－２９ 

私 

立 

しばたペンギン国際幼児園 0224-86-4481 柴田町大字船岡字下横橋 54－1 

カラーズつきのき園 0224-87-8946 柴田町大字四日市場字神明 203 

 小規模保育施設名 電  話 所   在   地 

 

 

 

 

私 

 

立 

あんこハウス (土曜日休業) 0224-54-5305 柴田町船岡東１丁目４－30 

モンテッソーリこどもの家 
ぽこぽこふなおか 

0224-51-8834 柴田町船岡中央２丁目５－32 

保育ママ マミースマイル 0224-54-1220 柴田町船岡中央１丁目３－52 

※第３土曜日のみ休業。 

小規模認可保育園 
カラーズふなおか園 

0224-87-8466 柴田町大字船岡字久根添 67-1 

ゆるりんのおうち槻木 0224-87-8723 柴田町槻木白幡２丁目１０－３４ 

小規模認可保育園どれみ 0224-87-8747 柴田町槻木上町 3 丁目 2－15 

くまの子 0224-87-8992 柴田町大字船迫庚申前２４ 

◆保育実施日・保育時間◆ 

○保育所    ：保育実施日             月曜日～土曜日 

保育認定時間（標準時間：１１時間） 午前 7：30～午後 6：30 

保育認定時間（短時間 ： 8 時間） 午前 8：30～午後 4：30 

           月～金曜日まで別額で延長保育あり 

  ○小規模保育施設：保育認定時間（標準時間：11 時間・短時間：8 時間）に合わせ保育を実施 

します。保育実施日・保育開始・終了時間、延長保育の有無は施設によって 

違いますので直接ご確認ください。 

 

◎申込受付期間 

○一斉入所申込：令和５年 11 月 1 日（水）～11 月 1０日（金）まで 

午前 8 時 30 分～午後 5 時 00 分 ※土曜・日曜・休日を除く 

○随時入所申込：令和５年 11 月 1３日（月）～随時受付 

※一斉入所申込された方の入所決定後の受付となります。育休終了などで年度途中からの入所を希望

される方も一斉入所申込期間内にお申し込みください。 
 

 

【問合せ先】：柴田町子ども家庭課 ℡0224-55-2115 (内線 126) 

 



◎入所申込について 

  次の書類に必要事項を記入し、※第一希望の施設に直接お申し込みください。申込書類は、各施

設・役場子ども家庭課で配布しております。 

   １.支給認定申請書兼利用者申込書（入所を希望する児童 1 人につき 1 枚） 

   ２.家庭で保育できない状態を確認できる書類（保護者・同居の祖父母 1 人につき 1 種類） 

※65 歳以上の方は提出の必要はありません。 

      家族の状況 提出書類 

就労の状態に

ある 

お勤めの方（会社員等） 

※産休・育休中の方も含む 

就労証明書 

就学している方 在学証明書 

農業・自営業の方 就労証明書及び営業許可証など 

内職の方 就労証明書 

その他 出産（就労していない方） 申出書及び母子手帳の写し 

疾病・障がい 申出書及び診断書・手帳など 

介護・看護 申出書及び介護保険証など 

求職活動 求職活動申告書及び証明書など 

   3.個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類（写真付１点または写真無２点） 

      4.印鑑  
◎入所決定について 

  提出書類の内容および面談・聞き取りによる審査によって、入所要件を満たしている家庭の保育

できない程度の高い児童から入所を決定します。先着順ではありません。 

  ※申込書類に虚偽記載があった場合は、決定後でも取消しとなります。 

  決定通知の発送予定日は 1 月末頃になります。  
◎教育・保育利用者負担額について 

  柴田町では、毎月初日を入所日、末日を退所日としており、月途中の入退所は実施しておりませ

ん。そのため毎月初日に在籍していれば、その月に１日も出席しなかった場合でも保育料がかかる

ことになりますので、ご了承ください。 

 

   

   

 

 

【参考】 
 
1. 利用者負担額は、保護者の市町村民税の

合算された額と、児童の年齢によって決
まります。  3 歳以上児と 0 歳から 2
歳児の住民税非課税世帯は無償となりま
す。 
 

2. 副食費、延長保育料などは無償化の対象と
なりませんが、副食費については、世帯の
収入状況によって免除される場合があり
ます。 

 
3. 年に一回算定年度の切替を行い、９月分か

ら金額が変更になる場合があります。 
 
4. 同世帯から、小学校就学前の児童が同時に

２人以上特定の施設に入所している場合
は、２人目以降の保育料について軽減措置
があります。階層によって年齢上限の撤廃
があります。 

 
5. 利用者負担額の納期限は、毎月末日とな

ります。※正当な理由なく利用者負担額を
滞納した場合は、滞納処分の措置をとるこ
とになります。 

※3 歳以上児の副食費の額：月額 4,500 円 

※0 歳から 2 歳児の副食費は利用料に含まれます。 


